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令和３年 第８回 定 例・臨 時 委 員 会  議 事 録 

委   員   会   日  程 会     場 

開会日時 令和３年５月 27日 午前・後 ２時 30分 佐渡市役所 

３階 大会議室 
閉会日時 令和３年５月 27日 午前・後 ３時 20分 

延会日時 令和  年 月   日  午前・後   時  分 

出  席  者 欠  席  委  員 会 議 録 署 名 委 員 

教育長  新発田 靖  仲川 正道 

1番委員 仲川 正道  瀧川 紀子 

 2番委員 中村 友子  

3番委員 池 典比古   

4番委員 瀧川 紀子   

説 明 の た め 出 席 し た 職 員 

教育総務課 

課長      坂田 和三 

課長補佐    栁澤 正二                      

総務係長    飯田  誠 

 

学校教育課 

 課長      森  和人 

 管理主事    福井 晴人 

                   

社会教育課 

課長       市橋 秀紀 

社会体育係長   髙橋 敏直 

 佐渡学センター 

 文化振興係 主任 石川 奏重 

  

  

  

  

  

傍 聴 人 有・無  

報 

告

の

要

旨 

 「議事の概要」のとおり 

 

会 議 で 行 っ た 選 挙 の 結 果 

なし 
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会 議 に 付 議 し た 事 件 の 題 目 

議案第 42号 佐渡市スポーツ推進審議会委員の委嘱に係る専決処理について 

     

報告事項    １ 学校情報について 

        ２ 佐渡市スポーツ推進計画について 

        ３ 佐渡市スポーツ全国大会等出場者激励金支給要綱及び佐渡市文化関係大会

等出場者激励金支給要綱の制定について 

 

次回会議開催日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採決の結果及び可否の数を計算したときは、その数 

 なし 

請願、陳情 有・無  有の場合、別紙のとおり 

  その他必要と認めた事項 

 特になし 
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【議事の概要】 

 ◎本定例教育委員会は、午後２時 30分から開催した。 

・新発田教育

長 

・ ただ今から令和３年第８回佐渡市教育委員会定例会を開催いたします。 

・ 初めに、日程第１、「議事録署名委員の指名について」ですが、本日の署

名委員は佐渡市教育委員会会議規則第 18条の規定により、仲川委員と瀧川

委員の２名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

・ 次に、議案第 42号及び報告事項１は、人事及び個人情報に関する内容が

含まれていることから、佐渡市教育委員会会議規則第７条の規定により秘密

会としたいので、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

・委員全員 ・ 挙手 

・新発田教育

長 

・ よって、議案第 42号及び報告事項１については秘密会とすることといた

します。 

【秘密会】 

・ 議案第 42号「佐渡市スポーツ推進審議会委員の委嘱に係る専決処理につ

いて」、市橋社会教育課長より説明する。 

【以上の議案については、質疑を経て原案どおり承認された。】 

 

・ 報告事項１「学校情報について」、福井管理主事から説明する。 

【以上の報告については、質疑を経て終了する。】 

 

・新発田教育

長 

・ 次に、報告事項２「佐渡市スポーツ推進計画について」、事務局の説明を

お願いします。 

・市橋社会教

育課長 

・ 佐渡市スポーツ推進計画について、これは前回教育委員会で承認をいた

だいておりますが、そのときに文章の構成等を指摘、注意された部分につい

て、このように直したというところだけ説明させてもらいたいと思います。

説明については社会体育係の髙橋から説明しますので、よろしくお願いしま

す。 

・髙橋社会体

育係長 

【説明要旨】 

・ 13 ページ、廃用性症候群という表現がどうかという意見がございました

ので、「機能の低下や不全につながり、将来体に何かしらの問題が起こる可

能性があります」という表現に変えさせていただきました。 

・ 14 ページ、テレビやゲーム機、パソコンなどの利用実態について、表現

が分かりづらいという意見がございましたので、「テレビやゲーム機、パソ

コンなどの利用が２時間以上の生徒の割合も全国、県と比較し、10％も高く

なっています」と、課題について修正させていただきました。 

・ 16 ページ、高校生の現状ということで、参加する意欲が低い傾向という

表現がございましたが、表現として裏づけがあるのかという指摘もございま

した。「島内に残って進学した生徒も、部活動を継続する生徒が減少傾向に

あり、部員の確保が難しくなっています」と、高校の複数の体育教師に実態

を確認して、修正させていただきました。 
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・ 18 ページ、表現が非常に分かりづらいという指摘がございましたので、

修正させていただきました。「糖尿病患者であっても、血糖値コントロール

を運動習慣に絡めて行うことで要介護になるリスクを低減することが可能

であると考えられます」と、簡潔に修正させていただきました。 

・ 以上、修正した部分が４点になります。 

・新発田教育

長 

・ ただ今の４点説明がございました。質疑等ありますでしょうか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 

・新発田教育

長 

・ 質疑なしと認めます。 

・ では次に、報告事項３「佐渡市スポーツ全国大会等出場者激励金支給要

綱及び佐渡市文化関係大会等出場者激励金支給要綱の制定について」、事務

局の説明を求めます。 

・市橋社会教

育課長 

【説明要旨】 

・ スポーツの全国大会と文化の全国大会について、佐渡市の方で激励金と

いうことで頑張った子どもたちと一般の方に報奨費みたいな形で考えられ

ないかと市長から提案を受けておりました。過去には、佐渡高校が甲子園や

春高バレーに行ったり、昨年６月には野球で小学６年生のオール佐渡の子た

ちが全国大会のチャンスもらいました。頑張っている人たちに報奨金を出せ

ないかと考えさせていただきました。もともと文化の部分は１人当たり１万

円を佐渡市の佐渡学センターから出していましたし、スポーツ協会でスポー

ツの部分は１万円を出していました。 

・ 佐渡市スポーツ全国大会等出場者激励金支給要綱と佐渡市文化関係大会

等出場者激励金支給要綱については、スポーツ大会、文化大会それぞれに対

象となる大会・対象となる者を定め、激励金の額や支給の制限などを定めま

した。 

・ 文化については、羽茂高校芸能部の全国大会が決定していますので、そ

の部分の予算を計上していますし、スポーツは６月補正で過去３年間の全国

大会に行っている大体平均の金額を６月補正に計上して、対応できる体制を

取っていきたいと思っております。 

・新発田教育

長 

・ ただ今の説明に対しまして、質疑等ありますでしょうか。 

・仲川委員 ・ 大変見やすくまとめていただいて、ありがとうございました。今までい

ろいろな要綱があり整理しにくかったのですが、今日のものはよく分かりま

した。できれば用意したお金が不足するぐらいに全国行っていただきたいと

考えます。 

・ 対象外の大会についてお伺いしますが、文化系の大会で毎年どこかの県

が主催県になって実施する、全国高等学校総合文化祭という大会がありま

す。文化関係の様々な部門の全国大会が１つの県の中で集中的に行われる。

羽茂高校郷土芸能部も毎年出場しているのですが、例えば先ほど言った美

術、写真、書道等で作品が入選をして展示されると全国大会に出たことにな
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ります。その際に主催県から会場に来てもらいたいという要請があった場合

にはどうなりますか。 

・市橋社会教

育課長 

・ この金額の根拠というものが、やはり全国大会というと旅費などが一番

大変だろうということで、名前は激励金、頑張ってこいよということだった

んですが、やっぱり親だったりすると必要なところはそういう旅費みたいな

ものが必要だろうというところを考えながらこの要綱をつくっております。

仲川委員から言われたことに関しては、この要綱の中でこれ以外のことにつ

いては市長と相談して、また内容を決めようということで考えておりますの

で、そういう場合は今行かないということで設定しておりますが、そういう

来いという場合はまた市長と相談をして、どうするかということを考えなが

ら、これについては進めていきたいと思っています。 

・仲川委員 ・ そういう文言は入るのですか。 

・市橋社会教

育課長 

・ 下から２番目の特例というところがありますが、この要綱の規定にかか

わらず、市長は特に支給が必要となる者については支給することができると

いうことになっておりまして、実は我々どういう全国大会があるか、どうい

うケース・バイ・ケースがあるかというところが分かりにくいところがある

ので、その都度これまた検討する必要があるだろうということで考えており

ますし、また佐渡高校のようにしっかりとした母体があって、寄附金もしっ

かりいただけるところもあれば、そうじゃないところもあったりするので、

そのときにまた考え方とか、いろいろその都度また検討していく必要がある

のではないかということで、今回初めてこの要綱をつくり、勉強しながら、

またこれを生かしながらこの激励金を考えていきたいと思っております。 

・新発田教育

長 

・ その他質問ありますでしょうか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 

・新発田教育

長 

・ 質疑なしと認めます。 

・ 次に、４番、その他ですが、事務局からありますでしょうか。 

・森学校教育

課長 

【説明要旨】 

・ 令和２年 11月５日に発生したスクールバス安養寺路線の事故について、

４月 28日で全ての被害児童の保護者と示談が成立しました。改めまして、

被害児童の様子や再発防止に向けた対策について報告いたします。 

・ ９名の被害児童は昨年中に全員治療が済み、令和２年度の３学期からは

通常どおりの学校生活を過ごしていると報告を受けております。今後も心の

ケアを含めて、しっかり見守るようにしていきたいと思っております。この

ような事故を繰り返さないために、年１回運転手を対象に交通安全講習会、

適性検査、実地講習を実施してまいります。また、運転日誌による体調管理

を進めています。引き続き運転手によるシートベルトの点検業務、運行前の

アルコールチェックの実施を徹底し、安全、安心なスクールバスの運行に努

めてまいります。 

・ 安養寺路線は事故後から市内交通事業者による運転業務を委託していま
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す。この他の路線も市内交通事業者の数社と連絡を取り、運行委託の交渉を

進めており、今後業者委託を広げていきたいと思っています。 

・新発田教育

長 

・ スクールバス事故に関わる報告です。質疑等ありますでしょうか。 

・仲川委員 ・ 現状として何路線あり、何人雇い、その形態はどうなのかということを

教えてください。 

・森学校教育

課長 

・ 具体的な数値が私の記憶では曖昧で 28路線だったかなという記憶ですが、

改めて次の機会にお答えさせてください。 

・仲川委員 ・ そのうち１路線を交通業者に委託してあるということですが、28 が正し

ければ残りの 27はどうなっていますか。 

・森学校教育

課長 

・ 今佐渡市が直接個人の運転手に委託しています。 

・仲川委員 ・ 個人契約、シルバーではなくて。 

・森学校教育

課長 

・ はい、そうです。 

・仲川委員 ・ 詳しいことが分かったら後で教えてください。 

・新発田教育

長 

・ その他質問ありますでしょうか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 

・新発田教育

長 

・ 質疑なしと認めます。 

・ その他ありますでしょうか。 

・市橋社会教

育課長 

【説明要旨】 

・ 噂が皆さんの方にも届いているかと思いますが、佐渡市の本庁舎が完成

した後、佐和田の今の議場に佐和田の図書室を移転するという話が出ていま

す。今回我々の方でどういう形で動いていくかをご報告します。 

・ スケジュール案を説明します。防災拠点庁舎整備という佐渡市の本庁舎

の建設工事が令和３年 12月過ぎから始まり、令和５年９月以降に完成する

ので、令和５年10月から11月の間に議会が移動する予定になっております。

議会が移転した後、佐和田の新しい図書館の部分は令和６年７月以降工事を

していきたいと考えております。 

・ 我々の方では、今年度は６月以降に意見交換をしていきたい。まず、友

の会、ボランティアの方々から意見を聞き、その後各地区の市民の意見を聞

いて、令和３年 12月ぐらいで我々の方向性をまとめたいと思っています。

令和４年には基本構想計画を専門業者に委託して、おおむねの図書館の在り

方、基本計画のようなものを考えて、必要があれば色々な方の意見を聞いて

いきたい。令和５年は実施計画を立て、令和６年に向けていきたいと考えて

います。 

・市長からは、前の議場だったところが今学童の施設になって土日も開放し

ている部分も含めて、周辺を親子で遊びに来れるゾーンにできないか考えて

ほしいと言われています。そういった部分の意見を聞きながら、佐和田の今
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の図書館を移設したいと考えています。この後、６月１日に図書館協議会が

ありますので、方向性を説明して、今のところこれを目標として進めたいと

思っています。 

・新発田教育

長 

・ これから図書館協議会等で固めていくということですが、現段階で何か

質問等ございましたらよろしくお願いします。 

・仲川委員 ・ 今の佐和田図書館が手狭であるということなのですね。使いにくいと。

ですから、議場が空くのに伴って、図書館を拡充する形で移したいというの

がその原点だろうか。 

・市橋社会教

育課長 

・ 拡充というよりも、もうそのまま移設したいと考えています。 

・新発田教育

長 

・ 手狭だからということですね。 

・市橋社会教

育課長 

・ はい。手狭だから移動したいということです。 

・仲川委員 ・ ２階、３階全部使うという意味ではないですね。 

・市橋社会教

育課長 

・ 今議会で使われている２階の半分と３階の部分は全部使いたいと思って

います。そして、あそこはエレベーターがあるので、ある程度階が上でも少

しは対応できるかなと考えております。 

・仲川委員 ・ 意図は分かりました。いろいろ他の意見を聞いてみてください。図書館

ばかりにこだわり過ぎてはならないと思っております。移すことは一向に構

わないし、やってもらいたいと思うんですが、せっかく場所があるならいろ

いろなアイデアをいただいて、例えば美術館を一部もっていって市民に来て

もらうとか、民間も入ってもらって、例えばカフェを造るとか、様々なアイ

デアがこういうときには必要になる。図書館を移すことは結構ですが、併せ

て何か人が集まる工夫をしていただけるといい。駐車場も広くていい場所で

すので、割と集まりやすい場所になり、にぎやかなスペースになると思いま

す。 

・瀧川委員 ・ 図書館協議会のときにこの話を少し聞かせていただいたんですが、目線

的に今ある図書館の児童書のところが、子どもをだっこしながら連れている

お母さんたちは、本を選ぶのがすごく大変だったんです。しかも、２つに分

かれている。おっしゃるとおり、それが一体化するときに、友の会とか図書

館協議会で話をするのもいいと思うんですが、ぜひ子どもの背丈とか、靴を

脱いだ状態で重い本をずりずりと引き出せるスペースの確保をお願いしま

す。そういった形、また、雨の日とか、子育て世帯が行くところがない話を

聞いていますので、そういった場に活用してほしい。本があって、雨の日や

日中集いやすい場が佐渡にはやっぱりない。あれだけの駐車場があって、ス

ペースがあるということは、活用していただきたいと思いました。 

・ あと、佐渡高校が近くにありますが、実を言うと学習スペースが不足し

ています。バスの待ち時間がお昼を過ぎると２時、３時までないときや、学

生たちがテスト前に学校に残ってはいけない指導があったときに、どこも行
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き場がありません。両津図書館はそういったスペースがあります。年代をあ

る程度のゾーンに固めてしまうのではなくて、市民の動きを見ながら、例え

ば学習スペースもしっかりと取れる形、いろんな人たちが子育ても活用でき

て、大きくなったらしっかりと学習スペースがあるという形で、活かしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

・新発田教育

長 

・ その他ありますでしょうか。 

・委員全員 ・ 質疑なし 

・新発田教育

長 

・ 質疑はなしと認めます。 

・ ４番のその他、事務局ありますでしょうか。 

・事務局 ・ 発言なし 

・新発田教育

長 

・ ないようですので、日程第３、報告事項はこれで終了いたします。 

・ 日程第４、次回会議の開催日について事務局の説明を求めます。 

 【次回の定例会は６月 28日あるいは 29日の午後２時 30分から開催したい旨

説明した。】 

・新発田教育

長 

・ 以上で令和３年第８回佐渡市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 午後３時 20分終了 

 

 


